
 
 

 

 

 

 

市第 57 号議案 公園の指定管理者の指定 

 

１ 趣旨 

環境創造局が所管する入船公園、潮田公園、東寺尾一丁目ふれあい公園の指定管理者

である株式会社日産クリエイティブサービスは、平成 30 年 10 月 31 日付で当該指定管理

業務のすべてをサカタのタネグリーンサービス株式会社に事業承継する予定です。 

これを受け、平成 30 年 10 月 11 日に指定管理者選定評価委員会を開催し、次のとおり

承継団体であるサカタのタネグリーンサービス株式会社を指定管理者の候補者に選定い

たしましたので、地方自治法第 244 条の２第６項の規定により当該指定管理者の指定を

行います。 

 

２ 指定期間 

  平成30年10月31日から平成31年３月31日まで（現指定管理者指定期間の残余期間） 

 

３ 指定候補者 

(1）会社名 

   サカタのタネグリーンサービス株式会社（市内中小企業） 

(2) 代表者 

代表取締役社長 荒川 弘 

(3) 所在地 

都筑区仲町台二丁目７番１号 

(4) 事業内容 

 ア 指定管理者事業 

 イ 造園緑化事業 等 

 

４ 指定管理者選定評価委員会での審査結果（平成 30 年 10 月 11 日開催） 

(1) 承継団体の財務基盤、事業計画、人員体制、予算計画等の管理運営体制について、

指定管理者選定評価委員会において、次のとおり確認しました。 

ア サカタのタネグリーンサービス株式会社が、残りの指定期間において、現行の組織

体制及び事業計画、収支予算をそのまま承継すること。 

イ 事業を承継する同社の財務基盤が指定管理業務を遂行する上で問題がないと認め

られること。 

(2) これにより、サカタのタネグリーンサービス株式会社が、指定管理業務を行うこと

が可能であると判断し、同社を指定候補者として選定しました。 
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５ 指定管理者選定評価委員会の構成 

公園管理行政実務者１名、公園計画や公園緑地環境計画に関する学識経験者２名、企

業財務専門家１名、公園利用者１名の計５名で構成しています。 

 

【委員名簿】 

 氏名 役職等 

委員長 金子
か ね こ

 忠一
ただかず

 
東京農業大学 

地域環境科学部造園科学科 教授  

委 員 浅井
あ さ い

 紀代子
き よ こ

 
税理士法人さくら共同会計事務所 

代表社員 税理士 

委 員 田中
た な か

 揚子
よ う こ

 砂田川水辺愛護会会長 

委 員 柳井
や な い

 重人
し げ と

 
千葉大学大学院 

園芸学研究科 准教授 

委 員 新田
に っ た

 敬師
ゆ き じ

 
独立行政法人都市再生機構 

都市再生部 担当部長 

※任期：平成 30 年４月１日から平成 32 年３月 31 日まで 


